
 

和歌山工業高等専門学校知的財産評価委員会規則 

 

制  定 平成１７年４月 １ 日 

最近改正 平成２１年４月 １ 日 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、和歌山工業高等専門学校知的財産評価委員会の設置等に関し、独立行政

法人国立高等専門学校機構知的財産権取扱規則及び独立行政法人国立高等専門学校機構知的

財産ポリシーに基づき、必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 和歌山工業高等専門学校（以下「本校」）に、職務発明等に関する事項を審議するため、

和歌山工業高等専門学校知的財産評価委員会（以下「知的財産評価委員会」という。）を置く。 

（定義） 

第３条 この規則において、「発明等」「職務発明等」「知的財産権」「発明者」とは、独立行政

法人国立高等専門学校機構知的財産権取扱規則第２条に規定するものをいう。 

（審議事項） 

第４条 知的財産評価委員会は、次に掲げる事項について審議する。 

一 職務発明等の当否について 

二 職務発明等に該当する場合の知的財産権を本校に承継することの要否について 

三 特許権等の出願の要否及び複数発明者等に係る持分割合について 

四 外国出願の要否及び出願国の決定に関する事項について 

五 本校が保有する知的財産権維持の要否 

六 その他知的財産管理に関する必要事項について 

第５条 前条第２号に定める知的財産権を本校に承継すべきか否かの認定を行うに当たっては、

特許性の法的登録用件（新規性）、実用性（地域・産業界での活用及び技術移転の可能性）及

び当該知的財産を取得及び維持する費用効果を考慮するものとする。 

（組織） 

第６条 知的財産評価委員会は、次に掲げる委員で組織する。 

一 教務主事 

二 専攻科長 

三 地域共同テクノセンター長 

四 発明者の属する学科主任 

五 総務課長 

六 学外の有識者 

七 その他校長が必要と認めた者 

２ 前項第６号委員の任期は、１年とする。 

（委員会の運営等） 

第７条 知的財産評価委員会に委員長を置き、地域共同テクノセンター長をもって充てる。 

２ 委員長は、知的財産評価委員会を招集し、その議長となる。 

３ 委員会は、原則として年に４回開催する。ただし、委員長が緊急の開催が必要と判断した



 

場合は、別に開催できる。 

４ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。 

第８条 知的財産評価委員会は、委員の３分の２以上の出席をもって成立する。 

２ 知的財産評価委員会の議決は、出席委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数のときは、

委員長の決するところによる。 

３ 知的財産評価委員会は、必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴

くことができる。 

（事務） 

第９条 知的財産評価委員会の事務は、総務課総務・企画係が行う。 

（雑則） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、知的財産評価委員会の運営に関し必要な事項は、知

的財産評価委員会が定める。 

 

     附 則 

 １ この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

 ２ 和歌山工業高等専門学校発明規則（昭和５４年１２月２１日制定）は廃止する。  

附 則 

   この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

   この規則は、平成１９年３月２０日から施行する。 

附 則 

   この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 


